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D-544 細隙灯顕微鏡検査（前・後眼部）（ドライアイ） 

 

《令和 8 年 3 月 5 日新規》  

 

○ 取扱い 

 原則として、ドライアイに対する細隙灯顕微鏡検査（前・後眼部）の算

定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 細隙灯顕微鏡検査（前・後眼部)は、散瞳剤を使用し、前眼部（角膜、水

晶体、結膜など）と網膜を含む後眼部までを観察する検査であり、前眼部

の疾患であるドライアイのみでは認められないと整理した。 

 


